
 

商品概要説明書                                               ２０２４年１０月１日現在                        

商 品 名 ＜荘銀＞預金連動型住宅ローン 

融 資 対 象 者 次の条件を満たしている個人のお客さま 

１．満２０歳以上の責任能力者で最終返済時年齢が満８２歳未満（誕生日の前日まで）の方 

（ただし、住宅ローン利用時現在満２０歳以上満５３歳以下であること） 

（３大疾病＋５つの重度慢性疾患保障プランを利用の場合） 

２．満２０歳以上の責任能力者で最終返済時年齢が満８２歳未満（誕生日の前日まで）の方 

（ただし、住宅ローン利用時現在満２０歳以上満７０歳以下であること）（地銀協団信を利用 

の場合） 

３．団体信用生命保険および就業不能信用費用保険に加入が認められる方（保険料は当行負担） 

（３大疾病＋５つの重度慢性疾患保障プランを利用の場合） 

４．団体信用生命保険に加入が認められる方（地銀協団信を利用の場合）（保険料は当行負担） 

５．当行及び保証会社（フィデアカード㈱）の基準を満たされる方 

資 金 使 途 申込人または申込人とその家族が居住するための住宅資金 

１． 住宅の新築・増改築資金（付帯工事費・中古住宅の購入を含む） 

２． 土地付住宅・マンション（新築・中古）等取得資金 

３． 住宅用土地の取得資金（底地・隣接地を含む） 

４． 住み替えに伴う住宅資金（既存住宅借入と売却代金との差額も含む） 

５． 住宅資金の借換資金（住宅金融支援機構、他行、その他） 

６． 借入に伴う諸費用（保証料・火災保険料・事務手数料・登記費用等） 

７． 住宅取得等に伴う税金（消費税・登録免許税等） 

融 資 金 額 ５０万円以上１億円以内（１万円単位）※お借入条件によりご融資金額が異なる場合があります。 

融 資 期 間 ３５年以内（１年単位）※お借入条件によりご利用期間が異なる場合があります。 

融 資 利 率 変動金利型のみとなります。※金利については窓口におたずねください。 

[適用利率について] 

●住宅ローンお借り入れ時 

  お借り入れ時の当行所定の利率を適用いたします。 

●住宅ローンお借り入れ後 

毎年４月、１０月の各１日を基準日として基準日現在の住宅ローン基準金利の利率を各６月、１２

月の約定返済日の翌日から適用いたします。 

償 還 方 法 毎月元利均等返済。ボーナス時増額返済の併用もできます（ご融資金額の５０％以内）。 

保 証 人 原則不要（フィデアカード㈱保証）※お借入条件により必要となる場合があります。 

保 証 料 ご融資時に一括でお支払いいただきます。 

担 保 必要となります。 

手 数 料 

（消費税込） 

取扱手数料…３３，０００円     繰上返済手数料…無料 

条件変更手数料 

 各種条件変更の際には、当行所定の手数料を別途お支払いいただきます。 

用 紙 代 ５５０円（消費税を含む） 



 

保 証 料 （ご融資金額１００万円に対する保証料例） 

期間 ５年 １０ 年 １５ 年 ２０ 年 ２５ 年 ３０ 年 ３５ 年 

保証料 ４,５７９円 ８,５４５円 １１,９８４円 １４,８３６円 １７,２６０円 １９,１３９円 ２０,６１７円 
 

キ ャ ッ シ ュ 

バックサービス 

に つ い て 

キャッシュバックサービスは、住宅ローン残高と普通預金残高に応じて、下記の計算式により算出さ

れる住宅ローン利息相当額を毎月キャッシュバックするサービスです。 

【計算式】 

 

 

 

 

【ご注意】 

１．住宅ローン残高は、月末時点における住宅ローン残高の５０％を上限とします。 

２．普通預金残高は、予め当行に届出・登録された普通預金の月中の平均残高とします。 

３．住宅ローン金利および普通預金金利は月末時点における適用金利とします。 

４．キャッシュバックは、毎月２０日（休日の場合は翌営業日）に住宅ローンの返済用口座へ行い 

ます。 

５．月末時点で住宅ローンが延滞状態にある場合、キャッシュバックを行いません。 

６．その他詳細については、お気軽にお問い合せ下さい。 

キ ャ ッ シ ュ 

バック対象預金 

【対象預金種別】円貨普通預金（事業性資金除く） 

【対象預金名義】債務者・連帯債務者・連帯保証人 

※一人１口座とし、最大３口座までとなります。 

当行が契約している

指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

連絡先：全国銀行協会相談室 

電話番号：0570－017109または 03－5252－3772 

その他 店頭で返済額の試算をいたします。 

金利については窓口、またはお電話にてお問い合わせください。 

 

 

のいずれか低い金額

住宅ローン残高の５０％
または

普通預金の月中平均残高
　×｛住宅ローン金利
　　　－（普通預金金利＋口座管理相当分）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０．５０％）


